名称の変更、合併による変更、住所変更　
一般廃棄物処理業変更届受付確認票（チェックリスト）
	申請者

商号又は名称
	

	変更申請に必要となる書類等
	必要書類
	申請者

確認欄
	盛岡・紫波地区環境施設組合
確認欄

	１
	様式第４号　一般廃棄物処理業変更届
	〇
	
	

	２
	住民票の写し（法人の場合、登記簿謄本）
	〇
	
	

	４
	一般廃棄物処理業変更届受付確認票（チェックリスト）
	〇
	
	

	５
	一般廃棄物処理業許可証
	△
	
	


<留意事項>
　●　変更届は、変更の日から10日以内に提出する必要があります。ただし、登記簿謄本については、10日以内に提出できない場合に限り別途30日以内に提出してください。
　●　後日、新しい許可証をお渡ししますので、旧許可証を持参のうえ来所ください。
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